
（様式－１）

（平成22年4月1日作成）

事務名 特定都市河川浸水被害対策法/雨水浸透阻害行為の変更許可

《事務処理フロー図の説明》

　  ２０ 日 項番 項　目 説　　　明

申請者

　

２０日

 

　 　

申請受付

事前審査（指導）事前相談書の作成

許可申請

工事着手

許可証受領 許可

1 形式審査
提出された変更申請書の記載漏れ及び添付書類の
不備について審査します。

標準処理期間　　計

作成部署　  都市整備局都市基盤部調整課施設計画係   　電話　　30-423

《事務処理フロー図》

都市基盤部調整課

変更された雨水浸透阻害行為の対策工事について
技術基準等に基づき審査します。

3 決定手続
変更許可の諾否について、都市整備局都市基盤部
施設計画担当課長が決定します。

2 実質審査

・関係機関との調整

形式審査
実質審査
決定手続

２０日

工事完了

変更許可

検査済証発行検査済証受け取り

　標識設置立会い

工事完了届受理工事完了届作成

完了検査

変更申請受付

形式審査
実質審査

決定手続き

変更許可申請

変更許可証受領

浸透施設標識の設置


	事務名

